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くらしの情報

十
一
月
短
歌
交
流
会

高
山
村
文
化
祭「
牧
水
ま
つ
り
」�

�
牧
水
歌
碑
建
立
50
周
年
記
念

旅
と
酒
こ
よ
な
く
愛
し
牧
水
は

　

今
も
山
路
を
踏
み
分
け
行
く
か�

相
馬　

昭
典

新
米
の
お
は
ぎ
供
へ
し
新
彼
岸

　

遺
影
の
妻
と
無
言
の
語
り�
割
田　

良
次

コ
ス
モ
ス
の
花
の
色
ど
り
鮮
や
か
に

　

咲
か
す
人
あ
り
村
湯
へ
の
道�

小
林　

良
教

秋
風
が
五
階
の
窓
か
ら
入
り
き
て

　
「
元
気
出
せ
よ
」と
頬
を
な
で
ゆ
く�

高
橋　

浪
志

か
す
か
な
る
恩
師
の
寝
息
耳
に
し
て

　

初
秋
の
朝
が
静
か
に
明
け
る�

大
津　

初
司

里
芋
の
葉
に
弾
か
れ
て
露
の
玉

　

葉
船
に
浮
か
び
微
風
に
遊
ぶ�

小
髙　

美
成

時
々
に
夢
に
出
会
え
る
父
と
母

　

変
わ
ら
ぬ
笑
顔
が
心
に
沁
み
る�

平
形
美
祢
子

老
い
る
と
は
切
な
き
こ
と
よ
こ
の
頃
は

　

人
の
手
を
借
り
生
き
る
日
々
な
り�

中
野　

泰
枝

懐
か
し
き
夢
に
映
る
は
遠
き
日
の

　

白
炭
を
焼
く
汗
だ
く
の
父�

岩
永　

幸
子

二
度
三
度
嵐
の
後
の
傷
深
し

　

よ
う
や
く
か
か
る
電
話
短
し�

後
藤　

節
子

台
風
後
健
気
に
稲
穂
実
り
た
り

　

畦
に
炎
え
立
つ
彼
岸
花
か
な�

佐
藤　

重
夫

東
日
本
台
風
ま
た
も
襲
い
き
て

　

老
い
し
命
惨
禍
の
ち
ま
た
に�

木
村
朝
次
郎

　

日
本
に
住
ん
で
い
る
20
歳
以
上
60
歳
未
満
の
人
は
、
国
籍
や
職
業
に
か
か
わ
ら
ず
、
必

ず
国
民
年
金
に
加
入
し
ま
す
。

　

ま
た
、
次
の
人
は
申
し
出
に
よ
り
、
任
意
で
国
民
年
金
に
加
入
で
き
ま
す
。

① 

60
歳
か
ら
65
歳
未
満
の
人
で
、
老
齢
基
礎
年
金
を
受
け
る
た
め
の
資
格
期
間︵
保
険
料

納
付
済
期
間
、
保
険
料
免
除
期
間
、
学
生
納
付
特
例
期
間
及
び
若
年
者
納
付
猶
予
期

間
を
合
計
し
て
10
年
以
上
︶を
満
た
さ
な
い
人
や
、
満
額
の
老
齢
基
礎
年
金
を
受
け
ら

れ
な
い
人

② 

昭
和
40
年
４
月
１
日
以
前
に
生
ま
れ
た
人
で
、
老
齢
基
礎
年
金
を
受
け
る
た
め
の
資

格
期
間
を
満
た
さ
な
い
人︵
70
歳
に
な
る
ま
で
の
間
で
、
老
齢
基
礎
年
金
を
受
け
る
た

め
の
資
格
期
間
を
満
た
す
ま
で
加
入
で
き
ま
す
。︶

※ 

①
及
び
②
に
つ
い
て
、
加
入
の
手
続
き
先
は
、
市
役
所
・
町
村
役
場
の
国
民
年
金
担
当

係
で
す
。

③ 

海
外
に
住
ん
で
い
る
20
歳
以
上
65
歳
未
満
の
日
本
人

　

 

日
本
国
内
に
親
族
な
ど
が
住
ん
で
い
る
場
合
は
、
そ
の
人
に
協
力
者
に
な
っ
て
も
ら
い
、

協
力
者
を
通
じ
て
、
最
後
に
在
住
し
て
い
た
市
役
所
・
町
村
役
場
の
窓
口
で
手
続
き
を

行
い
ま
す
。

　

日
本
国
内
に
協
力
者
が
い
な
い
場
合
は
、
次
の
窓
口
で
本
人
が
手
続
き
を
行
い
ま
す
。

　
　

１
、
こ
れ
か
ら
海
外
に
転
居
す
る
場
合
は
、
住
所
地
の
市
役
所
・
町
村
役
場
。

　
　

２ 

、 

既
に
海
外
に
居
住
し
て
い
る
場
合
は
、
日
本
国
内
の
最
後
の
住
所
地
を
管
轄
す

る
年
金
事
務
所
。

　
　

３ 
、 
本
人
が
日
本
国
内
に
住
所
を
有
し
た
こ
と
が
な
い
場
合
は
、千
代
田
年
金
事
務
所
。

国
民
年
金
の
任
意
加
入
に
つ
い
て

　

将
来
、
よ
り
高
い
老
齢
給
付
を
受
け
る
た
め
に
、
第
１
号
被
保
険
者︵
自
営
業
者
等
︶や

65
歳
に
な
る
ま
で
の
任
意
加
入
被
保
険
者
は
、
ご
希
望
に
よ
り
定
額
保
険
料
に
加
え
て
月

額
４
０
０
円
の
付
加
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
付
加
保
険
料
を
納
め
る
場
合

に
は
、
定
額
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

　

付
加
保
険
料
を
納
め
る
と
、
将
来
、
老
齢
基
礎
年
金
に
加
え
て
付
加
年
金
を
受
け
ら
れ

ま
す
。
付
加
年
金
の
計
算
式
は
次
の
と
お
り
で
す
。

　

年
金
額
＝
２
０
０
円
×
付
加
保
険
料
を
納
め
た
月
数

　

な
お
、
国
民
年
金
基
金
に
加
入
し
て
い
る
方
や
多
段
階
免
除
な
ど
の
免
除
制
度
を
利
用

し
て
い
る
方
は
、
付
加
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

　

付
加
年
金
の
加
入
を
ご
希
望
の
方
は
、
お
住
ま
い
の
市
役
所
・
町
村
役
場
又
は
年
金
事

務
所
へ
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

付
加
保
険
料
の
ご
案
内

国

民

年

金

　

軽
減
税
率
制
度
は
全
て
の

事
業
者
の
方
に
関
係
が
あ
り
、

対
応
し
た
経
理
・
申
告
が
必

要
で
す︵
飲
食
料
品
の
小
売

業
の
方
に
限
り
ま
せ
ん
。︶吾

妻
法
人
会
と
中
之
条
税
務
署

で
は
、
皆
さ
ん
に
知
っ
て
い

た
だ
く
た
め
次
の
と
お
り
説

明
会
を
開
催
し
ま
す
。
事
業

者
の
方
な
ら
ど
な
た
で
も
参

加
で
き
ま
す
の
で
、
説
明
会

へ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

● 

開
催
日

　

令
和
元
年
12
月
11
日︵
水
︶

● 

時
間

　

午
前
11
時
～
11
時
30
分

● 

開
催
場
所　

中
之
条
町
ツ

イ
ン
プ
ラ
ザ
視
聴
覚
室

︵
中
之
条
町
大
字
伊
勢
町

１
０
０
５

－

１
︶

● 

主
催
者　
︵
一
社
︶吾
妻
法

人
会
、
吾
妻
間
税
会
、
中

之
条
税
務
署

● 

連
絡
先　

中
之
条
税
務
署

法
人
課
税
部
門　

☎
０
２

７
９
・
７
５
・
３
３
５
５

︵
代
表
︶

消
費
税
軽
減
税
率

制
度
説
明
会
の
ご

案
内
！
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☎
０
３
・
５
３
２
１
・
８
６

５
６

ニ
ュ
ー
イ
ヤ
ー
駅
伝

２
０
２
０
in
ぐ
ん
ま

　

日
本
の
ト
ッ
プ
ア
ス
リ
ー
ト

が
集
結
し
、
熱
き
戦
い
を
繰
り

広
げ
る
ニ
ュ
ー
イ
ヤ
ー
駅
伝
２

０
２
０
in
ぐ
ん
ま
が
新
春
の
上

州
路
を
舞
台
に
繰
り
広
げ
ら
れ

ま
す
。

　

全
国
６
地
区
の
予
選
を
勝
ち

抜
い
た
37
チ
ー
ム
が
実
力
日
本

一
を
か
け
て
７
区
間
、
100
キ
ロ

を
駆
け
抜
け
ま
す
。
県
庁
を
は

じ
め
、
各
中
継
ポ
イ
ン
ト
で
は
、

大
会
を
盛
り
上
げ
る
イ
ベ
ン
ト

も
盛
り
だ
く
さ
ん
で
す
。

　

な
お
、
大
会
の
模
様
は
、
Ｔ

Ｂ
Ｓ
系
列
28
局
フ
ル
ネ
ッ
ト
で

午
前
８
時
30
分
よ
り
６
時
間
生

中
継
さ
れ
ま
す
。
群
馬
県
民
の

皆
さ
ん
、
是
非
ご
声
援
く
だ
さ

い
。

※ 

大
会
当
日
は
、
交
通
規
制
に

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

詳
細
は
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

︵http://w
w
w
.pref.gunm

a.

jp

︶を
ご
確
認
い
た
だ
く
か
、

下
記
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

　

国
民
的
な
課
題
で
あ
る
拉
致

問
題
を
始
め
、
北
朝
鮮
当
局
に

よ
る
人
権
侵
害
問
題
に
対
し
て
、

関
心
と
認
識
を
深
め
ま
し
ょ

う
。

　

ま
た
、
北
朝
鮮
に
よ
る
﹁
拉

致
容
疑
事
案
﹂
及
び
﹁
拉
致
の

可
能
性
を
排
除
で
き
な
い
事
案
﹂

に
関
す
る
情
報
提
供
等
へ
の
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

吾
妻
警
察
署　

☎
０
２
７
９
・

６
８
・
０
１
１
０

「
国
の
教
育
ロ
ー
ン
」

（
日
本
政
策
金
融
公
庫
）

の
ご
案
内

　

高
校
、
大
学
等
へ
の
入
学

時
・
在
学
中
に
か
か
る
費
用
を

対
象
と
し
た
公
的
な
融
資
制
度

で
す
。
お
子
さ
ま
１
人
に
つ
き

350
万
円
以
内
を
、
固
定
金
利︵
年

１
・
66
％︵
令
和
元
年
11
月
１

日
現
在
︶︶で
利
用
で
き
、
在
学

期
間
内
は
利
息
の
み
の
ご
返
済

と
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、﹁
国
の
教
育
ロ
ー

ン
﹂
で
検
索
し
て
い
た
だ
く
か
、

左
記
の
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
へ
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

● 

教
育
ロ
ー
ン
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

☎
０
５
７
０
・
０
０
８
６
５

６︵
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
︶ま
た
は

　

群
馬
県
で
は
、
廃
棄
物
の
不

法
投
棄
や
不
法
焼
却
な
ど
の
不

適
正
な
処
理
を
防
止
す
る
た
め
、

12
月
を
﹁
廃
棄
物
適
正
処
理
推

進
強
化
月
間
﹂
と
定
め
て
い
ま

す
。

　

不
法
投
棄
な
ど
の
不
適
正
処

理
は
、
未
然
防
止
と
早
期
発
見

が
と
て
も
重
要
で
す
。
地
域
の

環
境
は
地
域
で
守
る
観
点
か
ら
、

不
適
正
処
理
の
情
報︵
日
時
や

場
所
な
ど
︶の
提
供
に
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

● 

通
報
先

　

 

産
業
廃
棄
物
１
１
０
番︵
フ

リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
☎
０
１
２

０
・
８
１
・
５
３
２
４︵
ハ
イ

ゴ
ミ
ツ
ー
ホ
ー
︶︶、
ま
た
は

吾
妻
森
林
環
境
事
務
所︵
☎

０
２
７
９
・
７
５
・
４
６
１
１
︶

吾
妻
警
察
署
か
ら
の

お
知
ら
せ

　

12
月
10
日
か
ら
16
日
ま
で

﹃
北
朝
鮮
人
権
侵
害
問
題
啓
発

週
間
﹄
と
な
り
ま
す
。

● 

お
問
い
合
わ
せ　

県
庁
生
活

文
化
ス
ポ
ー
ツ
部
ス
ポ
ー
ツ

振
興
課　

☎
０
２
７
・
２
２

６
・
２
０
８
１

パ
ー
ト
タ
イ
ム
・
有
期

雇
用
で
働
く
皆
様
へ

　

正
職
員
と
比
べ
て
、基
本
給
・

賞
与
・
手
当
な
ど
に
差
が
あ
り

ま
せ
ん
か
？﹁
パ
ー
ト
タ
イ
ム
・

有
期
雇
用
労
働
法
﹂
に
よ
り
、

正
社
員
と
の
間
の
待
遇
差
に
つ

い
て
、
事
業
主
に
説
明
を
求
め

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り

ま
す
。
法
の
施
行
日
は
令
和
２

年
４
月
１
日︵
中
小
企
業
は
令

和
３
年
４
月
１
日
︶で
す
。

　

ま
た
、
群
馬
労
働
局
で
は
、

雇
用
環
境
・
均
等
室
に
、
パ
ー

ト
タ
イ
ム
・
有
期
雇
用
で
働
く

方
が
相
談
で
き
る
﹁
特
別
相
談

窓
口
﹂
を
開
設
し
て
い
ま
す
。

お
気
軽
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

● 

開
設
期
間

　

 

令
和
元
年
度
中︵
～
令
和
２

年
３
月
31
日
ま
で
︶

● 

受
付
時
間

　

 

８
時
30
分
～
17
時
15
分︵
土

日
祝
日
・
年
末
を
除
く
︶

● 
電
話
番
号　

０
２
７
・
８
９

６
・
４
７
３
９

● 

住
所

　

前
橋
市
大
手
町
２

－

３

－

１

　

前
橋
地
方
合
同
庁
舎
８
階

※ 

匿
名
で
も
結
構
で
す
。
プ
ラ

イ
バ
シ
ー
は
厳
守
し
ま
す
。

こ
ん
に
ち
は
！
吾
妻
郡

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
で

す
！

　

吾
妻
郡
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

で
は
、
衣
食
住
な
ど
の
消
費
生

活
全
般
に
関
す
る
苦
情
や
問
合

せ
を
受
け
付
け
、
専
門
の
相
談

員
が
問
題
解
決
に
向
け
て
お
手

伝
い
を
し
て
い
ま
す
。

　
﹁
お
か
し
い
な
⋮
ど
う
し
よ
う

⋮
困
っ
た
な
⋮
﹂
な
ど
、
不
安
、

心
配
に
な
っ
た
と
き
は
一
人
で

悩
ま
ず
に
、
ま
ず
は
消
費
生
活

セ
ン
タ
ー
に
お
気
軽
に
ご
相
談

く
だ
さ
い
。
相
談
は
無
料
で
す
。

相
談
内
容
、
相
談
者
の
個
人
情

報
は
秘
密
厳
守
で
す
。

● 

吾
妻
郡
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

︵
中
之
条
町
バ
イ
テ
ッ
ク
文
化

ホ
ー
ル
２
階
︶☎
０
２
７
９
・

７
５
・
１
１
６
６

● 

相
談
時
間　

月
曜
日
か
ら
金

曜
日︵
祝
日
、
年
末
年
始
を

除
く
︶午
前
８
時
30
分
～
午

後
12
時
、
午
後
１
時
～
午
後

４
時

12
月
は
廃
棄
物
適
正

処
理
推
進
強
化
月
間

で
す


